
                      

 

 

 

 

 

 

 

「石川県医療計画」（案）に対するご意見募集について 

 

１ ご意見募集の要旨 

心身ともに健康で生き生きと暮らすことは、県民すべての願いであるとともに、
地域発展の基盤となるものです。平成 28 年３月に策定した新たな石川県長期構想
を踏まえ、その基本目標である「個性、交流、安心のふるさとづくり」の実現の
ためにも、県民が安全で良質な医療を受けることができる地域社会を構築してい
くことが大切です。 
本県の医療提供体制については、これまで、医療関係者による医学・医療技術

の進歩への積極的な対応が図られるとともに、医療関係者の積極的な活動と県民
の努力により着実に向上しています。 
今後は、団塊の世代が全て 75 歳以上となる 2025 年に向けて、高齢者が住み慣

れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、地域において効率的かつ質
の高い医療提供体制を構築するとともに、より県民、患者の側の視点に立った切
れ目のない医療連携体制の構築を図っていくことが重要と考えています。 

   本計画は、今後求められる、県民ニーズに即した医療提供体制の整備に関する
基本的な方針として、医療法（昭和 23 年法律第 205 号）の規定に基づき策定する
ものです。 
このたび、計画案がまとまりましたので、広く県民の皆様からもご意見を募集

します。 
 
２ ご意見の募集概要 
（１）募集期間 

平成３０年２月２１日（水）～３月２０日（火）（必着） 
 

（２）募集内容 
「石川県医療計画」（案）についてのご意見 
 

（３）資料 
①「石川県医療計画」（案）の概要 
②「石川県医療計画」（案） 
 

（４）資料の入手方法 
①下記からダウンロードできます。（２１日～） 
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kensei/koho/publiccomment/index.html 

 

平成３０年２月１９日 

（問い合わせ先） 

地域医療推進室次長 寺西 

  外線 076-225-1407 

  内線 4102 

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kensei/koho/publiccomment/index.html


②次の場所で閲覧できます。 
 ・県健康福祉部地域医療推進室（金沢市鞍月１丁目１番地、県庁９階） 
 ・県行政情報サービスセンター（金沢市鞍月１丁目１番地、県庁１階） 
 ・南加賀保健福祉センター（小松市園町ヌ４８） 
 ・石川中央保健福祉センター（白山市馬場２－７） 
 ・能登中部保健福祉センター（七尾市本府中町ソ２７－９） 
 ・能登北部保健福祉センター（輪島市鳳至町畠田１０２－４） 
 ・石川県小松県税事務所（小松市園町ハ１０８－１） 
 ・中能登総合事務所（七尾市小島町ニ部３３） 
 ・奥能登総合事務所（輪島市三井町洲衛１０部１１－１） 
 

３ ご意見の提出方法及び提出先 
（１）様式（別紙）に、住所、氏名等をご記入のうえ、ご意見をご記入ください。

住所、氏名等の記載がないものについては受付いたしませんのでご注意くださ
い。 

 
（２）郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法で提出願います。 

なお、電話や口頭によるご意見はお受けできませんのでご注意ください。 

 

＜ご意見の提出先＞ 
  ①郵送先 〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１－１ 
       石川県健康福祉部地域医療推進室 
  ②ＦＡＸ ０７６（２２５）１４３４ 
  ③Ｅ-mail iryoujin@pref.ishikawa.lg.jp 

 

 

４ ご意見の取扱い 
（１）お寄せいただいたご意見は、「石川県医療計画」策定の参考とさせていただ 

きます。 
 
（２） お寄せいただいたご意見の概要と、それに対する石川県の考え方については、 
  後日、県のホームページにおいて一定期間公開いたします。 

なお、ご意見に対する個別の回答はいたしませんので、ご承知願います。 
 
（３）個人情報、あるいは個人が特定できるような情報は一切公表いたしません。 
 
＜お問合せ先＞ 
  石川県健康福祉部地域医療推進室 医療・介護連携推進グループ 
  住  所：〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１－１ 
  電話番号：０７６（２２５）１４６８ 
  ＦＡＸ ：０７６（２２５）１４３４ 
   Ｅ-mail ：iryoujin@pref.ishikawa.lg.jp 


